
425.10. 1

支払利息 
15,185千円 
（12.5％） 

維持管理費等 
　 29,201千円 
    　（24.1％） 

水道料金 

108,916千円 

（72.9％） 

11,079千円（7.4％） 

 町補助金 
   25,000千円 
   （16.7％） 

 減価償却費 

 45,352千円 

  （37.4％） 

   人件費 

31,491千円 

 （25.9％） 

その他 
96千円（0.1％） 

給水加入申込負担金 
4,305千円（2.9％） 

その他 128千円（0.1％） 

 企業債償還金   

※補てん財源：収益的収支の利益や減価償却費相当分の積立をいいます。 

水 道 事 業 会 計 決 算  
資 本 的 収 支 

（水道施設の建設等に係る収支） 
収 益 的 収 支 

（水道水をつくり、供給することに係る収支） 

47,453千円 
　（31.7％） 

県 
 補 
 助 
  金 

  支  出 
121,325 
       千円 

 収  入 
149,428 
       千円 

  支  出 
149,749 
       千円 

収  入 
83,015 
      千円 

災
害
復
旧
の 

国
庫
補
助
金 

 

災害復旧の 
町補助金 
41,350千円 

災害復旧の 
企業債 
27,400千円 

災害復旧などの 

建設改良費 

84,249千円 

（56.2％） 

奈良俣ダム割賦負担金 
15,814千円（10.6％） 

その他 
2,233千円（1.5％） 

  純利益 
 28,103 
        千円 

14,265千円 

補てん財源（※） 

 66,734千円 

設置に補助金を交付します  
　町では次の要件に該当する方が住宅用太陽光
発電システムを設置する場合、予算の範囲内で
補助金を交付します。希望する方は工事着工前
に所定の申請書に必要書類を添付して申し込み
をしてください。 
◎補助対象は次の要件を全て満たす方 
　①町内において自ら居住し若しくは居住しよ
　　うとする戸建住宅に新たに設置する方 
　②所定の発電システムを設置する方 
　③町税を滞納していない方 
　④完了までに当該住宅に居住し、本町へ住民
　　登録を完了している方 
　⑤実績報告までに電力会社と電力需給契約を
　　締結している方 
◎補助金額 
　１kw当たり３万円で、上限は１２万円。 
◎問合せ、申込先 
 役場町民課　生活環境係　☎○７２ ２１１３まで。 

◎対象者 
　①神崎町に住民登録があり、満６５歳以上の方 
　②６０歳以上６５歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸
　　器・免疫機能等に重度の障害がある方 
◎接種期間　１０月１日○火 ～ １２月の最終診療日 
◎接種指定医療機関 
◇神崎クリニック　☎○７２ ３１１７ 
◇四季の丘クリニック　☎○７２ １１１８ 
◇矢野医院（成田市）　☎０４７６－９６－００７１ 
◇なのはなクリニック（成田市） 
　　　　　　　　　　　☎０４７６－４９－０５３３ 
◇石井内科医院（香取市）　☎○５５ １４１４ 
◇越川医院（香取市）　☎○５２ ５２０２ 
◎公費負担　接種費用のうち１,０００円を公費負
　担します。 
◎注意　保健福祉課及び指定医療機関で予診票
　の配布を行います。 
◎問い合わせ　保健福祉課☎○７２ １６０３ 

高齢者インフルエンザ 
予防接種のお知らせ 

住宅用太陽光発電システム 
補　助　金 


